
※ 申告会場の開設期間は裏面に記載しています。・このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。

作成コーナー

確定申告 動画



令和６年分確定申告 納付の期限等のお知らせ

※ 申告書提出後に、税務署から納付書の送付はありませんので、ご注意ください。

06.11福岡国税局・税務署

も で です！

書面で申告書等を提出する皆様へのお知らせ

令和７年１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません

国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和
７年１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
申告書等を書面で提出する際には、申告書等の正本（提出用）のみを提出（送付）していただき

ますよう、お願いします。
また、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。

※ 対象となる「申告書等」とは、国税庁・国税局・税務署に提出（送付）される全ての文書です。
申告書等をe-Taxにより提出した場合は、メッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。

振 替 日
【振替納税をご利用の場合】

納 付 の 期 限
【納期限】

令和7年
3月17日(月)

令和7年
３月31日(月)

令和7年
3月17日(月)

令和7年
4月23日(水)

令和7年
4月30日(水)

振替納税は
利用できません

申告所得税及
復興特別所得税

消費税及
地方消費税

贈与税

・ ・

普段ご利用のPay払いを選択して納付できます。

《ご利用方法》
振替依頼書をオンライン(e-Tax)又は書面にて、納付の期限までに所轄の税務署へ提出してください。

《転居前の税務署で振替納税を利用されていた方へ》
転居等により所轄の税務署が変わった場合は、新たに振替納税の手続をするか、申告書の「振替継続

希望」欄に「〇」を記入する必要があります。

オンライン申請がオススメです！
詳細はコチラ(国税庁HP)

納税には で な がおすすめです！

※ 残高不足等で振替納税ができない場合は、納付の期限の翌日に

遡及して、延滞税計算の対象となります。

振替納税の３つのメリット

詳細は、
コチラ！
(福岡局HP) 手続きの流れは

裏面に

記載しています。

→

→

も利用可能です！

スマートフォン等を使用して、専用サイトから
クレジットカードで納付できます。
※ 決済手数料がかかります。

詳細は、
コチラ！
(国税庁HP)

→

自動で口座引落し！ 登録は初回のみ！ 現金持ち運び不要！



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【確定申告会場】

税理士会が行う無料申告相談センター
<九州北部税理士会による税務支援事業>

場会

間期

付受

令和７年２月17日（月）
～令和７年３月17日（月）

※ 上記期間中は税務署に確定申告会場を開設していません。
※ 土・日曜日・祝日は休みとなります。

午前９時～午後４時

・会場で当日配付

・LINEアプリによる事前発行
（来場希望日の10日前から申込可能）配付方法

◆◇ご来場の際は次のものをご準備ください◇◆

「国税庁」LINE公式
アカウントを友だち追加♪

確定申告会場では、スマートフォンをお持ちの方は、原則、
ご自身のスマートフォンにより、申告書の作成を行っていただきます。

確 定 申 告 会 場 は 、 ２ 月 1 7 日 （ 月 ） か ら 開 設 し ま す

① 源泉徴収票などの確定申告書作成に必要な書類
② マイナンバーカード
③ マイナンバーカードのパスワード

利用者証明用電子証明書（数字４桁）
署名用電子証明書（英数字６文字以上16文字以下）

④ マイナポータルアプリ
※ 事前にマイナポータルアプリをインストールをしていただくとスムーズに申告相談を行えます。

会場への入場には「入場整理券」が必要です。！
入場整理券の配付状況に応じて、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いすることもあります。

・ iPhoneの名称は、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・ Androidの名称は、Google LLC の商標または登録商標です。

諫早税務署
諫早市永昌東町２５番４５号

午前９時～午後３時 ※最終日は午後２時まで
（早めに受付を終了する場合があります）

令和７年２月13日（木）～ ２月14日（金）

出島メッセ長崎
長崎市尾上町４番１号

場会

間期

付受

所得税 ・ 贈与税の申告と納付は
個人事業者の消費税の申告と納付は

令和７年３月１７日（月）まで
令和７年３月３１日（月）まで

ご不明な点等はこちらから

次に該当する方のご相談には対応しておりません。
１ 当会場での相談が今年で３回目以上の方（事業所得、不動産所得、雑所得（年金収入を除く）の
ある方）

２ 消費税の還付申告をされる方
３ 令和４年分の消費税の課税売上高が3,000万円を超える方
４ 令和５年分の総所得金額が600万円を超える方（令和５年分の事業所得、不動産所得、雑所得
（年金収入を除く）が300万円(専従者控除前又は青色特典控除前)を超える方）

５ 給与収入800万円・年金収入600万円を超える方
６ 土地・建物等及び株式等の譲渡所得、暗号資産・ＦＸの取引がある方、高額な配当収入がある方
７ 相続税・贈与税の申告又は相談を行う方
※ 以上のほかにも、高額な所得と判断された方は相談をお断りすることがございます。
※ お越しいただく際には、前年の申告書の控えを併せてご持参ください。

所得税・消費税・贈与税の
確定申告に関するお問合せ

【確定申告テレホンセン
ターの担当者におつなぎ
します。】

「０」番

【開設期間 令和７年１月16日（木） ３月17日（月）】

税務職員ふたば

ご質問を入力いただけ
れ ば 、 AI を 活 用 し た
「税務職員ふたば」が
回答 

国税相談専用ダイヤル
0570-00-5901

諫早税務署
（０９５７）２２－１３７０ ※税務署からの照会やお尋ね、納付に関するご相談など、税務署へご用の

ある方は、諫早税務署に電話して、音声案内「２」を選択してください。

チャットボット
での相談

又は

「JPKIモバイル」アプリで
パスワードの有効性が確認
できます 

有効性の確認方法

※確認にはアプリのインストールが必要です。

iPhoneの方 Androidの方

パスワードの再設定
方法についてはこちら

iPhoneの方 Androidの方



ログイン 送信結果の確認 ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｯｸｽ 納付方法の選択

決済専用サイト 支払方法の選択 納付情報の確認 手続完了

お知らせ・受信通知
を選択

表示内容を確認し、
をタップ

納付手続の完了画面が
表示されたら手続完了

納付完了メールを受け取る
場合はメールアドレスを入力

内容を保存する場合は
納付内容をダウンロードを
タップ

※ この画面を後から確認
することはできません

7221813125

e-Tax（WEB版）

ログインはコチラ

①注意事項を確認し「✔」
②次へをタップ

①利用するPay払いを選択
②次へをタップ

①スマホアプリ納付を選択
②専用サイトへをタップ

「納付情報登録依頼」
を選択

※ e-Taxで申告した方は
こちらから

適宜の方法でログイン

国税太郎


